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○丸山座長  皆さんおはようございます。 

  ただいまから「食品安全委員会」第２回の「緊急時対応専門調査会」を開催させていた

だきたいと思います。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 



 

 まず議事に入らさせていただく前に資料の確認をお願いいたします。 

○平子課長補佐  それでは、資料の確認でございますけれども、まず１枚目でございます

が、本日の議事次第が入ってございます。 

  次に、専門調査会の今回の座席表。 

  ３点目といたしまして、資料１として「食品安全委員会緊急時対応基本指針（暫定版）

（案）の概要」。 

  資料２として、その本文でございます「食品安全委員会緊急時対応基本指針（暫定版）

（案）」です。 

  最後になりますが、資料３として、専門委員の方々からいただいた御意見等を添付させ

ていただいております。 

  以上でございます。 

○丸山座長  資料の方はよろしゅうございましょうか。 

  それから、お手元にあります前回の議事録の確認をお願いいたします。よろしゅうござ

いましょうか。特にないようでしたら、議事に入りたいと思います。 

  今日御出席の委員の先生のうち羽生田委員、少し遅れるとのことでございますので、進

めさせていただきたいと思います。 

  今日のスケジュールでございますが、お手元の資料に今御説明ありました食品安全委員

会第２回緊急時対応専門調査会議事次第というのがございますので、それに従って行って

まいります。 

  本日は座長である私に万一の事故があるときに、職務を代理していただきたく、座長代

理というものを指名させていただき、その後にこの議事に入りたいと思っております。 

  最初に座長代理の指名を行いたいと思います。食品安全委員会専門調査会運営規定第２

条第５項で、座長に事故があるときは、当該専門調査会に属する専門委員のうちから座長

があらかじめ指名する者が、その職務を代理するということになっております。 

  つきましては、専門委員のうちから大変恐縮でございますが、元井専門委員にお願いし

たいと思っておりますが、お諮り申し上げます。いかがでございましょうか。 

                              （「賛成」と声あり） 

○丸山委員  では、元井先生よろしくお願いいたします。 

○元井専門委員  代理を仰せつかりました元井でございます。なるべく丸山先生に支障の

ないように、それをこいねがうばかりでございますけれども、できる限りのことはしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 



 

○丸山座長  それでは、次の議題に移らせていただきます。 

  食品安全委員会緊急時対応基本指針の暫定版について審議をお願いすることになります。

本議題については、最初に事務局から全体の概要をいただき、その後に今日お配りしてあ

ります資料に従いまして、幾つかのパートに分けながら審議を進めてまいりたいと今日の

進行を考えております。そのボリュームもかなりありますので、できるだけ時間内に活発

な意見をいただき、まとめていきたいと思っておりますので、どうぞ進行の方の御協力を

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  それでは、事務局の方から御説明をいただきたいと思います。 

○平子課長補佐  丸山先生、確認ですけれども、全体をざっと説明をさせていただいて、

それから個別に説明させていただくということでよろしいですか。 

○丸山座長  そういうふうにお願いしたいと思います。 

○平子課長補佐  わかりました。 

  まず、お手元にあります資料１というのが今回審議をしていただく緊急時対応基本指針

（暫定版）（案）の概要ということでまとめたものでございますが、主に資料２と３の方

に基づいて御説明させていただけたらと思っております。 

  先生方の方には以前にたたき台ということで事務局の方で作成の御指示をいただいたも

のをお配りしておりまして、それに基づいていただいた意見を事務局の方でまとめたもの

が資料３として添付してございます。 

  それでは、資料２を簡単に御説明させていただきたいと思います。 

  まず表題でございますけれども、食品安全委員会緊急時対応基本指針（暫定版）（案）

ということでございますが、ここにもございますように、基本指針ということで、さまざ

ま想定される事態の大本になる基本的な考え方というものをこの安全委員会として示すも

のという位置づけでございますが、今回（暫定版）という形にさせていただいております

のは、何分発足して短期間に議論をさせていただいているものですので、今後個別の論点

なりを詰めていった段階で、変わり得るものと考えており、今回については暫定版という

形で考えさせていただいているところです。 

  それでは、本題の方に入らせていただきますけれども、まず前文のものでございますが、

「本指針は、緊急事態等に対する食品安全委員会の対応に共通する事項を定めるものであ

り、他に特段の定めがある場合を除き、食品安全委員会の対応については本指針に定める

ところによる」。 

  次に「１  食品安全委員会の役割」でございますけれども、この部分につきましては、

 



 

安全委員会が緊急事態においてどのような役割を果たすべきなのかを具体的に書けばどう

なるのかというところでございます。 

  「食品安全委員会は、政府において、食品の安全性の確保に関する科学的評価及び情報

の収集を一元的に担い、かつ、食品の安全性の確保に関する関係者相互間における情報及

び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整を行うとともに、必要に応じ、関係行政

機関に対し、その講ずべき施策等について勧告、意見具申又は助言を行うことから、緊急

に対応すべき事態が生じた際には、政府全体の対応の要としての役割を果たすこととなる」

という形で考えておるところでございます。 

  申し遅れましたが、今御説明させていただいている案と申しますのは、たたき台に各委

員の先生方からいただいた意見を基に、事務局の方で修正案をつくったものです。 

  「２  対象となる緊急事態等」につきましては、どういう場合において食品安全委員会

が緊急事態と認識し、またそういったときに反応しないといけないのか。対応しないとい

けないのかということについて具体的な事態とは何かということを定めたものでございま

す。 

  「緊急事態等とは、食品の摂取を通じて、国民の生命又は健康に重大な被害が生じ、又

は生じるおそれがある場合であって、食品の安全性を確保するために緊急の対応を要する

とき」と定めております。 

  具体的なケースといたしまして、食品安全委員会という役割がどうなるのかということ

でございますけれども、１番目といたしましては、「被害が大規模又は広域であり、かつ、

政府内において関係府省の対応の調整を要する事案」。 

  大規模と申しますのは、食中毒患者等が 500 人以上発生、もしくは発生する恐れがある

場合。広域と申しますのは、複数の都道府県に発生もしくは発生するおそれがある場合と

いうふうに定めてはどうかということでございます。 

  ２点目につきましては、「科学的知見が十分ではない原因により被害が生じた又は生じ

るおそれがある事案が想定される」ということです。 

  この２点につきましては、当委員会が積極的な役割を果たすものとして、まず関係府省

なり都道府県なりが対応し切れないような事案について、積極的な役割があるのかなと。 

 ２点目につきましては、科学的な評価を政府において一元的に担っているという観点から、

科学的知見が十分でないものについて、積極的な役割があるのかなと考えておるところで

ございます。 

  「なお」というところに書いてありますけれども、「これに該当しない場合においても、

 



 

事案の性質、社会的反響等を勘案し、必要に応じ、対応するものとする」ということでご

ざいます。 

  ３点目「対応の基本」、対応に当たっての心構えでございますけれども、そこの部分に

つきましては、その「緊急事態等の対応にあたっては、国民の健康の保護が最も重要であ

るという認識のもと、平時から、食品の摂取を通じて、国民の生命又は健康の保護に直接

関わる危害情報の広範囲な収集及び分析を行うとともに、科学的知見に基づく迅速かつ適

切な対応を政府全体として行うために、関係行政機関等と緊密に連携しつつ、国民の生命

又は健康に対する悪影響の防止又は抑制に努めるものとする」。 

  次のパラグラフに入りますけれども、「入手した情報の評価あるいは緊急の事態である

かどうかの判断等、緊急事態等における対応については、特定の感受性集団への影響等を

考慮しつつ、不確定要素への評価を含め最悪の事態も想定して行うものとする」。この記

述につきましては、特に最悪のケースというものを緊急事態等において想定することが対

応を行う際の基本となるという意味で書かせていただいております。 

  ２ページ「緊急時における体制」でございます。 

  「（１）食品安全委員会委員長は、緊急事態等に際し、直ちに参集すべき食品安全委員

会事務局の職員をあらかじめ指定する」。これについては、あらかじめ誰が一番最初に駆

け付けるべきかというものを決めておくという話でございます。 

  「（２）食品安全委員会は、第一次参集要員等が緊急事態等に際し、直ちに参集できる

よう、連絡体制を整備し、平時から緊急事態等に備えた対応要領の検討及び訓練の実施に

努めるものとする」ということでございます。これは連絡要領、またはこういった基本指

針や実際のマニュアル等を事前に検討しておき、それを使えるように訓練しておくべきと

いう記述でございます。 

  「５  連絡要領」でございますけれども、実際の対応はどういう形になるのかというこ

とでございますけれども、「（１）情報・緊急時対応課は、食品の安全性の確保に関し、

緊急事態等を認知した場合には、速やかに食品安全委員会事務局長に第一報を連絡する」。

これは緊急時対応課が食品安全委員会におきまして、情報収集の窓口となっているという

観点から、さまざまな情報が集まってくるという意味でここの第一報を認識する役割を担

っております。 

  なお書きでございますけれども、報告する事務局長と何らかの理由により連絡が取れな

い場合には、事務局次長に連絡を行うということで、どちらかが対応できるという形で、

複数のラインを確保しているという状況でございます。 

 



 

  （２）で、連絡を受けた事務局長は何をすべきかということについては、ア、イに規定

しております。 

  「ア  当会緊急事態等について、引き続き注視する必要性があると判断したときは、情

報・緊急時対応課に対し、情報の継続的収集及び連絡を指示する」。 

  「イ  委員長に報告し、委員会開催の必要性等の対応体制についての指示を受け、第一

次参集要員等必要とされる事務局職員に対し参集又は待機を指示連絡するともに、必要に

応じ、緊急事態等の認知を関係行政機関に連絡する」ということを、併せて事務局長は行

うということでございます。 

  この場合も委員長と連絡が取れない場合には委員長代理に、委員長代理とも連絡が取れ

ない場合には、自ら判断をして参集又は待機の指示連絡を行うという形で複数のラインを

確保しているところでございます。 

  「６  関係行政機関との連絡体制」でございますが、窓口として、夜間休日を含め、関

係行政機関の対応を含めた連絡窓口を情報・緊急時対応課の方に設置する。 

  （２）ですが、では、その関係行政機関の窓口はどこかということについて、A～Dと

いう形で列挙させていただいているところでございます。 

  また、こういったところについては、平時から情報交換を緊密に行うという形にすべき

ではないかということでございます。 

  「７  情報収集のあり方」ですけれども、緊急事態等を認知するためにも、情報収集と

いうものが非常に重要な点になってくるわけですが、まず１点目として、「情報・緊急時

対応課は、評価課と連携して、平時から、関係行政機関、関係試験研究機関、関係国際機

関、関係国の公的機関、又はインターネット等を通じて、食品危害情報等を広範囲に収集

するものとする」。 

  具体的に関係行政機関と申しますのは、主に中央省庁であれは農林水産省、厚生労働省、

環境省などが挙げられますし、試験研究機関といたしましては、国立のものといたしまし

て、国立医薬品・食品衛生研究所、または国立感染症研究所などのもの。また、独立行政

法人も幾つか該当するものと思われます。 

  関係国際機関につきましては、具体的には食品の規格基準を定めますコーデックス委員

会、または世界保健機関など、さまざまな機関が考えられると思います。 

  そして、関係国の公的機関でございますけれども、これは各国にリスク評価機関が、特

にヨーロッパを中心に設置されているところでございますが、その他にもアメリカの方で

はＦＤＡやＣＤＣなどの機関が考えられると思います。そういったところの情報を含めて、

 



 

広範囲に収集するという形になると思います。 

  ３ページ、そういった平時の情報収集に加えて、緊急事態における情報の収集でござい

ますが、その際においては、実際に科学的な評価に何が必要であるかという特定が必要で

ございますので、評価課の方で収集すべき情報を特定し、また、その特定されたものにつ

いて、情報を緊急時対応課は迅速に収集するという形になっております。 

  ３点目でございますが、実際にそういったこちらに、ある意味座ってと申しますか、委

員会の方で収集できる情報とは別に、現地に職員を派遣する場合について定めておるとこ

ろでございます。 

  これは「現地に職員等を派遣し情報を収集する必要があると認める場合には、食品安全

委員会委員、専門委員又は職員を派遣し情報を収集されるとともに、適宜助言等を行う」

と。 

  これは想定といたしましては、例えば現地対策本部みたいなものが地方自治体等におい

て置かれた場合において、要請があった場合には、そういった助言なりを科学的観点から

行っていくということが委員会の役割として考えられるのではないかということでござい

ます。 

  これが４点目でございますけれども、勧告広報課についての記述でございますが、平時

から、食の安全ダイヤル及び食品安全モニター、この食の安全ダイヤルにつきましては、

食品安全委員会の方に設置されておりまして、消費者を含めたさまざまな方々からお問い

合わせなりをいただいているところでございますが、また、食品安全モニターというもの

が、食品安全委員会には全国に 470 名ほどでございますけれども、その方々を通じてさま

ざまな情報をいただいているという状況です。そういった方々を通じて消費者等からの食

品危害情報等の収集に努め、必要な情報については情報・緊急時対応課に提供するものと

するということでございます。 

  （５）ですけれども、「情報・緊急時対応課は、広範囲に収集した食品危害情報等につ

いて、整理及び分析を行う」。これは集めただけでは情報は役に立たない。したがって、

整理をして分析をしないといけないということと、それを更に関係者間において情報の共

有化を図りなさいということを記述しております。 

  （６）でございますけれども、専門委員の役割でございますが、専門委員につきまして

は「独自に入手した食品危害情報を含め、入手した情報の重要性及び緊急性を判断し、情

報・緊急時対応課に対し通報を行うとともに、必要に応じ、緊急の対応の必要性等につい

て助言を行う」。 

 



 

  これはさまざまな分野の専門委員の方々が食品安全委員会に参加していただいておりま

すけれども、その方々が独自にさまざまな情報を得られたりする場合もございますので、

そういった場合には、情報・緊急時対応課の方に一報をいただけたらということで書いて

いる記述でございます。 

  「８  緊急対策本部の設置」です。これはイメージ的には政府全体としてつくられるよ

うなものですけれども、そういった特に緊急事態等のうち、政府全体として緊急時の対応

を行うべき事態と委員長が判断したときには、食品安全担当大臣、担当大臣というのは必

ず置かれるとは法律上なっておりませんので、担当大臣が置かれない場合は、内閣府の担

当大臣でございます内閣総理大臣に対して、緊急対策本部の設置を助言するという形にな

ります。 

  「９  関係府省連絡会議の開催」でございますが、この点については「事務局長は、８

の緊急対策本部を設置しない場合においても、府省横断的に対応すべき緊急事態等である

と判断した場合には、関係府省連絡会議（局長級）及び幹事会（課長級）を開催する」と

いうことでございます。 

  この関係府省連絡会議と緊急対策本部との関係でございますけれども、必ず緊急対策本

部が置かれる場合ばかりではなく、関係府省横断的に対応すべき事態等も想定されますの

で、そういう意味において関係府省連絡会議というのは、対策本部の下に置かれる。また

は、下でなく置かれる場合と両方の場合があるということでございます。 

  「１０ 専門委員の委員会への参加」でございますけれども、緊急時におきましては、

こういった専門調査会などをした上で委員会の方で審議をするという二段階のステップを

取るというのは時間的なゆとりもございませんので、直接専門委員が委員会の方に参加し

ていただいて、議論をしていただくという形の規定でございます。ここは必要に応じて専

門事項の調査審議に資するため、委員会に適当な専門委員を参加させることができるとい

う形で整理しております。 

  「11  調査研究」ですけれども、この調査研究の項目については、従来からある知見に

ついて整理を行えば対応できるものだけでは必ずしもないと思われますので、そういった

ものについて「緊急時の対応を行うために必要な知見を得るため、必要に応じ機動的かつ

弾力的に調査研究を行う」。 

  ２点目といたしましては、「必要に応じ、関係試験研究機関に対し、直接（独立行政法

人の場合は関係大臣を通じて）調査、分析又は検査の実施を要請する」という形、これは

法律上の規定でございます。 

 



 

  ３点目でございますけれども、「食品安全委員会は、調査結果等を利用して、科学的観

点を考慮しつつ、食品の安全性の確保のために講ずべき施策に関する重要事項について、

調査審議する」。その結果を利用するということでございます。 

  「12  情報提供」の在り方でございますけれども、役割として２つのパターンがあるの

ではないか。 

  「（１）勧告広報課及びリスクコミュニケーション官は、緊急事態等に関連する国内外

の情報について、報道機関、政府広報、インターネット等を通じて、迅速かつ適切に広く

国民に提供する」。こういった幅広い情報提供。 

  もう一つが、「情報・緊急時対応課は、食品危害情報等については、必要に応じ、関係

行政機関、関係試験研究機関、関係国際機関等」、実務的に協力関係、または連携を要す

るものについて情報を提供するという形でございます。 

  「13  勧告及び意見」でございますけれども、これは具体的に食品安全委員会として出

すアウトプットの部分になると思います。 

  （１）として「食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき

施策について、必要に応じ、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告するとともに、その

内容を遅滞なく公表する」ということでございます。 

  ２点目といたしましては、その「食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実

施状況を監視し、必要に応じ、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告するとともに、そ

の内容を遅滞なく公表する」ということでございます。 

  この２点につきましては、食品健康影響評価等の結果等がございますけれども、３点目

につきましては、「食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議

し、必要に応じ、関係行政機関の長に対して、意見を述べるとともに、その内容を遅滞な

く公表する」ということで、特段食品健康影響評価ということに基づく、基づかないとい

うことは関係ございません。 

  「14  事後検証」ですけれども、事後検証として、独立させた方がいいのではないかと

いうことで、これは委員の方から御指摘をいただいて整理したものでございます。 

  「事後検証としては、実施した対応等について記録するとともに、事後において、食品

安全委員会の緊急時対応の問題点や改善点等について検証を行い、より迅速かつ適切な緊

急時対応に努めるとともに、必要に応じ、本指針の見直しを行うこととする」という形で、

そういった事後検証の結果をどう生かすのかということも明記させていただいたところで

ございます。 

 



 

  「 15  その他」として、「本指針に定めのない事項については、委員長が別に定めるも

のとする」という形でざっと基本指針の暫定版について説明させていただきました。 

  以上でございます。 

○丸山座長  ありがとうございました。事務局からのただいまの御説明は、資料２につい

て御説明いただいたわけですが、作業の時系列から言うと、資料３の横長のもの、これで

まず先生方に前もってお願いしてある一番左側の事務局でつくっていただいたたたき台を

先生方に送らせていただいて、そして真ん中の委員の先生方からの御意見をいただき、そ

れを基に修正案というか、委員の先生方の御意見を入れ、また、事務局でお考えになった

ものを修正案として右端のカラムをつくった。それをまとめたものが資料２であるという

ふうに御理解いただきたいと思います。 

  資料１というのは、それをビジュアルにまとめたものであるというふうに考えていただ

きたいと思うんですが、事務局、そういうことでよろしいですか。 

○平子課長補佐  結構でございます。 

○丸山座長  そういうことでございますので、一応暫定版の案というものを資料にまとめ

てございますが、これでよろしいかどうかということを資料３の横長のものに従って、で

きるだけ皆様方の御意見がこういうふうに反映されているかどうか、あるいは全体像とし

て、こういうものでいいかどうかということを今日御審議していただく。これが今日のメ

インの内容でございます。 

  それでは、資料２を見ながら、この資料３に従って、各項目ごとに検討してまいりたい

と思いますが、そういう方向でよろしゅうございましょうか。では、そのように進めさせ

ていただきます。 

  項目ごとに御意見をいただくことになりますが、まず資料。 

○渡邉専門委員  その前に、基本的なことを伺いたいんですけれども、書いてあるのを読

むと、ある意味においては、大きな事件が起こった場合に、実際はリスクマネージメント

がやるところに対する、ある意味においては介入が含まれているわけです。例えば 500 人

以上とか、なかなかこの辺難しいんだと思いますけれども、そうなった場合に、一番心配

するのは、権力の二重構造になるんじゃないかと。その点の基本方針はいかがなんでしょ

うか。 

  うまくいけばいいんですけれども、うまくいかないと責任のなすり合いになってしまう

んではないか。その辺の振り分けはどういう形を考えていらっしゃるのか。まず、大きな

方針として。 

 



 

○丸山座長  事務局からお答えいただきたいと思います。 

○平子課長補佐  お答えさせていただきます。 

  この暫定版の書き方でございますけれども、基本的にそういった二重構造にならないよ

うに注意をしているところでございますが、その注意点といたしまして、まず緊急事態等

という、対応すべき事態として、これまで関係省庁の間に落ちてしまって、もしくは、関

係省庁１省だけでは対応し切れなかったといった事例が、過去幾つか想定されると思うん

ですけれども、そういったものについて、食品安全委員会というのは積極的に対応すべき

なんだろうなというのがまず１点目。 

  そういう意味で権力の二重構造というか、指示系統の乱れということについては、そう

いったところからないのかということを考えておりますが、実際のそういった今後の対応

について、若干関係各省とも詳細を詰めていかなければいけないところがあるというふう

に事務局としては認識しておるところでございます。 

○渡邉専門委員  私の食品安全委員会のイメージというのは、１つは、各省庁間の調整だ

と思うんです。今まで厚生労働省でやってきたこと、農林水産省でやってきたこと、そこ

がうまくいっていないところが確かにあるんです。具体的に言えば、食品の汚染状況を調

べていった場合に、例えば動物とか家畜に行き当たるときに止まってしまう。そこを調整

するのがどこかにないと、実際に本当に汚染源まで到達できないというジレンマがあった

わけです。そこはこの食品安全委員会がちゃんとやらないと、そこの辺が今までと同じに

なってしまうと思うんです。 

  もう一つは、各機関のやっていることの評価というのを、どこか第三者機関がやらない

と、やりっぱなしで終わってしまうんで、そこが食品安全委員会の大きなあれじゃないか

と思うんです。もしそういう大きなスタンスを置くならば、余り介入はしない方が二重効

果にならいなんじゃないと思うんです。 

  なぜかと言いますと、まず情報の収集というのは、多分この情報の収集はこの食品安全

委員会自身で情報の収集は持てないと思うんです。今、実際にどこで起こっているという

のは、実際には食品保健課の方に来ているわけで、多分、この間の大規模何とか委員会と

いうのは、厚生労働省の方でありましたけれども、オンラインで来るようなシステムにな

っているわけです。その情報をこっちも取るんですかね。その辺もイメージが湧かないの

が１つ。  実際にそれがあった場合に、それがどういうふうに判断するのか。だれがやる

のか。恐らくこの委員会でやるよりは、食品保健課でやった方が今までの流れがあるから、

よくできるんじゃないと思うんです。また、そういうのを分散するとお金の無駄使いにな

 



 

るんじゃないかと。ちょっと厳しいことを言うようですけれども、基本的なスタンスとい

うか、流れが私はわからないので、いろんなことを質問させていただいたんですけれども。 

○丸山座長  事務局の方で今のことについてお答えできるでしょうか。 

○杉浦情報・緊急時対応課長  先ほど平子の方から説明申し上げましたとおり、できるだ

け二重構造にならないように、かといって必要な介入はしていかなければならないと考え

ております。 

  基本的な考え方としては、この「１  食品安全委員会の役割」というところにございま

すように、「政府において」から４行目のところに、これは昨年６月の関係閣僚会議の報

告、それから、食品安全基本法の規定を要約するような形で、この食品安全委員会の立場

というのをここで引用させていただいているわけなんですけれども、当然、リスク管理省

庁と、食品安全委員会の役割というのは、食品安全基本法等に規定されているわけでござ

いますから、緊急対策本部等が設置される場合は別ですけれども、基本的には法律の枠組

みの中で役割分担しながら対応していくということになるんじゃないかということを考え

ております。 

○渡邉専門委員  今までいろんな経験をして難しいのは、まず地方と国との役割分担がは

っきりしないんです。例えば地方で一生懸命やっているのに国が口出すと言ってはおかし

いですけれども、そこでうまくいかなくなるということがあるんです。今度は積極的に疫

学調査ができるということを厚生労働省の方が入れたはずなんですけれども、それは非常

に進歩だと思うんです。それにまたこれが絡んでくると、三巴になってしまうと、これは

実際本当に動くのかなというのが、お互いにみんな顔を見ながらやりますから、そうする

と責任のなすり合いになる。 

  非常に難しいのはね 500 人以上というのは、本当に一遍に、例えば堺みたいに起これば

いいんですけれども、そうではなくて、じわじわ起こっている場合には、500 人などはわ

からないんです。後で結果的に 500 人なんで、そういう場合には第一次的にそれをやって

いるところがやった方がスムーズに動くんじゃないかと思うんです。 

  あとこの複数というのも、都道府県を超える複数というのはいっばいあるわけです。２

を複数とするのか３を複数とするのか、こんな具体的なことを言っては議論があれになっ

てしまうかもしれないけれども、なかなか難しいところなので、もっと食品安全委員会は

大所高所から見た方が私はいいんじゃないかと思うんです。 

○丸山座長  渡邉先生は堺のＯ157 のときに、そういう点で大変御苦労なさっているわけ

なんで、そういう実感から今の御意見があるものだと思うんですが、事務局長、今のいか

 



 

がでございますか。 

○梅津事務局長  昨年６月の関係閣僚会議のとりまとめで２つの整理がされていまして、

１つは、食品安全委員会はリスク管理を行わないと書かれています。 

  もう一つは、政府全体として緊急事態に対応する仕組みをつくるという、言わば違う方

向のことが書かれているわけですけれども、その意味するところは、政府全体として取り

組む体制をつくるというのは、今、座長からもありましたように、96 年のＯ157 の経験と

か、2001 年のＢＳＥの経験とか、１つの省庁では完結しない問題が毎年ではございません

けれども、数年に一度発生してきているわけでございます。 

  その場合、厚生労働省の食品衛生部局が中心になるわけでございますけれども、さかの

ぼれば農水省の１次生産、あるいは学校給食であれば文部科学省、輸送や保管であれば国

土交通省と、かなりの多くの省庁にまたがることが想定されるわけで、その場合、しばし

ば関係機関の連携がうまくいかなかったということがその都度指摘されております。 

  食品安全委員会がダイレクトに都道府県の衛生部局や保健所に指揮命令するという形は

一般的に想定しておりません。そういう政府の機関間の対応方向が遺漏なく、かつまた方

向として矛盾なく行われるということが大事だと思っておりまして、それの言わば司令塔

と申しましょうか、まさに要としての役割を担うということだと思います。 

  もう一点、情報収集の点につきましては、先般都道府県の担当者を集めて会議をやった

ところでございますけれども、日常のいろんな事件・事故情報をダイレクトに私どもがオ

ンラインでいただく仕組みにするかどうかについては、まだ結論を出しておりません。現

時点では厚生労働省、あるいは国立医薬品食品衛生研究所や、国立感染症研究所といった

ところから情報をいただいております。 

  今、海外の情報、つまり主要国の類似機関からの情報、あるいは国際機関からの情報は

ダイレクトに入手しておりまして、これまで我が国で経験のないような事件・事故、そう

いったものに対する知見は直接的に収集し、蓄積していきたいと思っております。 

  そういう意味で、この点も調査会を含めて、幅広い専門家による調査会を構成しますの

で、先ほど情報提供ということがありましたけれども、国民への情報提供と関係行政機関

への情報提供、そういう面で情報という分野については、独自のと申しましょうか、かな

り積極的な貢献ができるんではないかと思っております。 

  今、御指摘ありましたように、指揮命令系統を多元化するということは基本的に想定し

ておりません。 

○渡邉専門委員  事務局としての理念は非常によくわかりました。余り末節にこだわらな

 



 

いで、食品安全委員会はもっと高所から全体をながめて、先ほどの省庁間の調整というの

は一番重要なことだと思うんで、その辺をやっていただいた方が、議論がちゃんとしてい

るとこにはいいんですけれども、それが受け継がれていくと、末節ばかりを言ってしまう

傾向に人間というのはあるんだと思うんです。 

  ですから、それでやって、権力の二重構造になって実際に動きが取れないということに

なると、何のために食品安全委員会があるのかわからなくなるので、その辺よろしくお願

いいたします。 

○丸山座長  ありがとうございました。ほかに今の渡邉先生のような基本的なことという

御質問がありましたら、一つ一つのことに入っていく前にお伺いしたいと思います。 

  よろしいでしょうか。それでは、この資料３の１ページ目を見ていただいて、「前文」

と「１  食品安全委員会の役割」ということについてお願いしたいと思います。前文のと

ころでは吉川専門委員、１のところでは小泉専門委員から、こういう御意見があり、それ

ぞれ事務局でこれに対応して修正案を右のようにつくったということでございます。 

  前文のところでは、先ほども事務局から御説明がありましたように、「事後検証」とい

うところを新たに着けて、一番後ろのところに持っていったという経緯はございますが、

この辺りを含めて御意見が更にありましたらお伺いしたいと思っております。 

  １のところで、多少文言などを、中心的な役割というところを、要としての役割とかに

もなっておりますが、いかがでしょうか。もし御意見がありましたら、さかのぼっても結

構でございます。一応意見がここでなければ先に進ませていただくというふうにしたいと

思います。 

  ２ページにいきまして「２  対応の基本」というところ、ここのところはそのたたき台

での２と３が入れ替わっているんですが、そういう御意見も委員からいただいてこういう

ふうにしたんですが、これにしたがって進めたいと思いますが、この「対応の基本」とい

うところでは、小泉専門委員、春日専門委員の方から御意見をいただいて、それぞれ事務

局で右のように対応しているんですが、春日専門委員、このように修正をしていったとい

うことですが、更に御意見はございましょうか。 

○春日専門委員  私からの意見に対して取っていただいた対応は適切かと思いますので、

結構です。 

○丸山座長  小泉専門委員、幾つかここのところでは意見をいただいておりますが、よろ

しゅうございましょうか。 

○小泉専門委員  基本法の定義条項と併せて読みますと、食品が飲食物という定義になっ

 



 

ておりますことと、食品衛生法を見ますと、飲食物、添加物、天然香料という形で定義が

はっきり分かれておりますことから、この対応の基本の、そもそも何を対象とするのかと

いうことがもっと明確になった方がいいのかなと思いましたので、まず食品というのはど

こまで入るのかという問題を出させていただいております。 

  この中には、「摂取を通じて」という表現に全部含まれるんだという修正の案が書いて

ありますけれども、そこまでこれで読み取れるものなのかというのが今、読ませていただ

いた上で感じたところです。 

  ということは、この委員会は飲食物、添加物、天然香料、機器までも対象にするのか、

この「等」でどこまで読み込むのかということです。 

  私が最後に書きました「バランス感覚」を失わないというところで、今、春日専門委員

のコメントと同じような発想なんですが、これを書かせていただきました背景というのは、

先ほどから出ておりますＯ157 に対する判決が既に出ておりまして、そこで詳しく分析を

されております判決文を読みますと、諸々の事情の総合的な判断ということが非常に大事

だということを感じましたので、このようにコメントを出させていただきました。いずれ

も上告審、あるいは控訴審で今審議中ですので、最終的なということではありませんけれ

ども、やはり裁判所が出した判断というのは大いに参考にすべきだろうと思っております。

○丸山座長  ありがとうございました。この小泉委員の初めの方にあります食品という定

義、それから食品の摂取を通じてという修正案の辺りをもう一度御説明いただけるとあり

がたいんでございますが。 

○平子課長補佐    それでは、その部分について説明させていただきます。 

  食品の定義につきましては、小泉委員の方から御指摘がありましたとおり、添加物、天

然香料等が入るのかと言われると、全体としては入る場合もあるということでいいのかな

と思いますが、その辺につきましては、幅広くその部分だけではなくて、農林水産物の生

産段階で使われる農薬とか、先ほど言われました、場合によっては食品を製造する機械と

か、そういったものも影響を与え得るといったことが考えられ、最終的に食品を口に入れ

る段階で、影響を与えるようなものはすべて対象と考え得るということで、幅広く食品の

摂取を通じてという形で書かさせていただいているところでございます。 

○丸山座長  小泉専門委員、よろしゅうございますでしょうか。 

○小泉専門委員  それだったら、もうちょっとわかりやすく文言を加えていただいた方が

よいのではないかと思います。今のですと、機器も入る、農薬も入るということですね。

あるいは飼料も入るという、裾野がどんどん広がっていきますね。飲食物というんだから

 



 

人が食べるもの。そうすると、ペット動物が食べるものは関係ないんですね。 

○本間委員  その件に関しまして、私もかつて別の委員会に出ていたことがございます。

そうしますと、食衛法と農水省ので、本来、定義の仕方が違うんです。今その調整を何と

かできないかというので合わせておるんだと思います。 

  そのときに食品のこういう危害が生ずる範囲というのは、確かに先生がおっしゃるよう

に、私、機械とかいうものも入るんだと思います。 

  更に拡大すれば、それを合計した生産の工程プロセス、例えば途中で温度が上がったり

しないかとか、要するに生産条件、機械プラス条件というもので本来危害が生ずる可能性

もあるということで、ここのところはやはりわかりやすく、しかも、原因究明ができやす

いような範囲を広く取った方がここではやりやすいんではないかなと私は理解しておりま

す。 

○丸山座長  事務局長どうぞ。 

○梅津事務局長  食品の言葉の定義そのものは、基本法に薬事法に規定する医薬品及び医

薬部外品を除くすべての飲食物と規定しておりまして、議論した際には、水も含まれる、

たばこは含まれないというようないろいろな詰めをしております。 

  では、農薬とか器具からとけ出すものはどうかということですけれども、それらは食品

に含まれる、人の健康に悪影響を及ぼす要因、または状態というカテゴリーでとらえてい

まして、食品そのものでありませんけれども、この法律全体として、そういう危害要因が

人の健康に悪影響を及ぼすことを抑止するという考え方ですので、含まれるものは食品そ

のものではありませんけれども、添加物も農薬も、容器・包装からとけ出すものも、要因

ということで広く口を通じて人の健康に悪影響を及ぼす恐れがある場合ということで、広

くこの枠組みの対象にしていいのではないかというふうに考えております。 

○丸山座長  意味としてはそうなんだけれども、小泉専門委員がおっしゃるのは、それで

あるならば、もう少しわかりやすい表現をということなんでございましょうか。 

○小泉専門委員  そうなんです。解釈する場合に、食品というふうに定義が限定されてお

りますと、調査する、あるいは情報収集するときに、出す方から見れば、食品と書いてあ

るのに、どうして機器まで調査の対象になるのかというのがまず疑問になってくると思う

んです。調査を受け入れる側から見ると、できるだけ出したくないという心情もあろうか

と思いますので、そのときに、いや食品というのはここまで幅広く対象としているんだと

いう根拠の条文を示すことができれば、受け入れる方も要求する方もやりやすいというふ

うに考えます。 

 



 

○丸山座長  今の御意見に対して、表現をそういうわかりやすいものに更に変え得るかど

うかということについて、事務局いかがでございますか。 

○梅津事務局長  食品の摂取を通じて国民の生命、健康に重大な被害を生じる恐れがある

ということで、食品の摂取を通じてというところで、まず摂取する食品は、今申し上げた

薬事法の対象物品以外はすべて含まれるわけでございます。たばこは対象になりませんけ

れども。そこで摂取を通じて被害が生ずる恐れがあるという要因、または状態という、わ

かりにくいと基本法のときに議論されたんですが、要因というのは、農薬であったり、添

加物であったり、遺伝子組み換えであったり、状態というのはｐＨであったり、温度であ

ったり、光であったり、そういった物に限定できないハザード・ファクターと申しましょ

うか、そういう要因が人の健康に悪影響を及ぼすということでとらえておりますので、食

品の摂取を通じて健康に重大な被害が生ずる恐れがあるということで、必要な事態という

か、対象は一応表現されているんではないかと考えておるんでございます。 

○丸山座長  食品の摂取を通じてというところに今の意味はすべて含まれるというふうに

理解を事務局の方ではしているということですが、今まで多分食衛法などで食品のことを

中心的に扱ってきた厚生労働省の方でも、同じような食品とかというときには、そういう

ところまで含めてとらえていたんだろうと私は理解しているんです、道野さん、そういう

ふうな考え方でよろしいんでしょうか。 

○道野厚生労働省課長補佐  いずれにしても、食品を通じて添加物についても、器具から

の溶出物についても摂取するわけですので、食品以外のものから摂取するというのはまた

別の次元の問題だと思いますので、おおむねそれでカバーできているんだと思います。 

○丸山座長  ありがとうございました。小泉先生、そういうふうな理解なんだそうでござ

います。一応摂取を通じてということで、今言ったようなことがすべて入っているという

ふうに理解できるということでございます。一応ここはこのようにして前に進んでまいり

たいと思います。 

  「対応の基本」についてのところはいかがでしょうか。実際にはこの暫定版ではこの２

のところが、下に変わるんですが、先に次のページの「３  対象となる緊急事態等」とい

うところに移らせていただきたいと思います。 

  ここのところは大変たくさんの御意見をいただいているんですが、春日専門委員からは

たくさん御意見をいただいております。それを考慮して修正案の方に盛り込んであると思

いますし、また、リスク・ファクターの高い人については後の方に項目をまたつくって収

めてあるというふうな配慮もしてあるんですが、春日専門委員、いかがでございましょう

 



 

か。○春日専門委員  このところにつきましては、国際的なマネージメント機関ではある

んですけれども、コーデックスの食品衛生部会、ＣＣＦＨの部門で、そのＣＣＦＨとして

取り挙げる問題をどう優先順位づけするかというディスカッション・ペーパーが今書き上

げられつつあるところなものですから、それを参考にさせていただいたわけです。 

  食品安全委員会はマネージメント機関ではありませんけれども、問題の重要度をどう順

位づけるかという基本的な部分については、同じ理念が応用できるかと思いました。修正

案のとおりで結構かと思います。 

○丸山座長  ありがとうございました。 

  それから、吉川委員からの御指摘のものは、特にその文言の修正なしにこういうふうに

解釈ができるでしょうということですが、何人からの委員の方から、この 500 人とした基

準の根拠とかというのがありますが、それぞれに対して、暫定版の方には盛り込んであり

ませんが、これこれこういう理由でという説明がこの修正案の欄の方に書いてございます。

  ページをめくっていただいて、次のページにも、この項目について御意見が出されてお

りますが、山本専門委員、いかがでございましょうか。２点御指摘をいただいてあります

が。 

○山本専門委員  500 人という数字なんですけれども、厚生労働省令で大規模食中毒は 50

0 人を基準とすることが定められているということですが、こういうふうに数字でそれ以

上とかそれ以下とか分けてすぐ対応できるようなものは、厚生労働省とか農水省などが従

来どおり対応すればいいことで、むしろ食品安全委員会は数よりも、問題の質の方が重要

になってくるんじゃないかという気がするんです。500 人以上の被害が出た場合というと

ころが強調されていて、被害がまだ出ていないけれども、今後出る恐れがある場合とか、5

00 人も被害者はいないけれども、重篤なことが起こる可能性があるというところがかすん

でしまうかなという気がしました。 

  例えば何年か前にベルギーでダイオキシンが混入した鳥肉や鶏卵などが出回ったことも

あったんですが、そのような長期にわたるというか、ずっと将来的に問題があるかもしれ

ないような物質の場合はどうするかとか、そういうところが、ここにある文言でカバーで

きるかどうか。これは社会的反響等を勘案してという文言があるからいいかとも思います

けれども、その辺りを確認したいなと思って、この意見を書きました。 

○丸山座長  対象となる緊急事態というのを事務局の方でも想定するというのが具体例を

挙げるのが難しかったんだろうと思うんです。今、考えられるものとしては、資料２にあ

りますように、Aということがまずは浮かんでいるので、こういうことが入ってきたんだ

 



 

ろうと思うんですが、山本委員のお話では、確かに大規模というのは大事だけれども、数

をこういうふうに規定しなくても、むしろそういうことよりか、質の問題の方が大事では

ないかという御指摘で、山本先生、500 という表現はなくても構わないだろうということ

でしょうか。 

○山本専門委員  ちょっとそこに引きずられてしまって、500 人じゃなければ大規模じゃ

ないとか、そういう風に思ってしまうかなというところもあったんですけれども。 

○丸山座長  今の問題、事務局、いかがでございましょうか。数字に出す。これはあくま

でもそういう事例ということで挙げたんだろうと思うんですが、いかがでございましょう

か。 

○杉浦課長  あくまでも大規模、広域的な食品事故というのが緊急事態の定義の１つにな

ろうかと思うんですけれども、ある程度定量的な目安も必要なんじゃないかということで、

ここでは括弧書きで入れさせていただいたということです。ただ、その括弧書きについて

も、発生した場合もしくは発生する恐れがある場合ということで、現在、そこまで行って

いなくても、将来 500 人以上になる可能性がある場合には対応するという目安を明確化さ

せていただいたということなんです。 

○梅津事務局長  今、山本先生からございましたように、現に被害が生じていなくても、

外国で新しい知見が発表されたとか、例えば 96 年春におけるイギリスでのＢＳＥでの事件

の公表とか、あるいは例としてよろしいかどうかわかりませんが、チェルノブイリにおけ

る大規模な原子力事故とか、そういう潜在的に我が国に影響が起こる可能性のある問題、

そういったものはこの文言ではなお書き以下に想定しておりますけれども、そういう我が

国で現実の被害が生じていないものが大事ではないという認識ではございません。 

  ただ、第一義的に求められているのが、今、課長から説明いたしましたように、政府全

体としての取り組みが必要なものということで、１つの目安と申しましょうか、事例とし

て数字を挙げさせていただいているわけでございます。 

○丸山座長  これは想定されるというのがなかなか難しいわけなんで、こういう具体的な

のは、これは暫定版ですから、例えばこういうものというようなものを逐次追加していく

ということを考えていらっしゃるんでしょうか。その辺はいかがですか。 

○杉浦課長  今後、こういう緊急事態に相当するような事例がこのなお書きも含めて発生

して、それを事後検証するような事態が生じた場合に、その事後検証の過程でこういった

普遍的な定義が可能な事例が出てくれば、当然ここに追加していくことも可能かと考えて

おります。 

 



 

○丸山座長  元井専門委員もその辺りを御指摘いただいたんですが、いかがでしょうか。

○元井専門委員  この調査会は緊急事態というものがどういう事態であるかというような

定義づけというか、こういうときは緊急事態であるよというところが一番基本になるんじ

ゃないか。それの扱い方によってこの調査会の存続価値があるんじゃないかと思うんです。

  この２番のところを読みますと、今、山本専門委員もおっしゃったんですけれども、数

とかそういうものに引きずられて、例えば 500 人のところを 490 人では緊急事態ではない

のかというような、若干へそが曲がったような解釈も出てきてしまうということと、私が

ここに書きました事例は、Bに科学的知見が十分でない原因により被害が生じた場合。 

  それから、科学的知見がある程度わかっていても、防除措置がきちんと確立されていな

いので被害が生じたものは緊急事態ではないんだろうかというような、これもちょっと反

対側からながめているんですけれども、私の方はこれはどういうことを言っているのかと

言いますと、家畜のえさで、海外で起きているいろんな中毒事例があるんですけれども、

それは確かにマイナーな事例で、ＢＳＥほど問題になっておりませんし、畜産物への残留

というのも疑問だという事例が幾つかあるわけです。それは考えてみますと、各府省、例

えば農水で対応する事案だということになるんだろうと思うんですけれども、そこは若干

あいまいかなと。それで漏れてしまうし、問題になったときに、では、ここの調査会の存

続性はどうなのか。その辺で取り上げる必要はあるんじゃないかということを考えたので、

こういうような文言を入れたらどうでしょうかという提案をしたんですけれども、それは

なお書きでクリアーできるんじゃないかという事務局長のお話もあるので、そういうこと

かなと思うんですけれども、ここが一番基本なので、今、座長の方からもおっしゃられた

ように、いろんな事案は表に出さなくても、現実に起きている問題を全部考えておく。そ

れが吸い上げられるような対応にしておかないと、やはり緊急事態の対応にならないんじ

ゃないかと思っております。 

○山本専門委員  私も今の元井専門委員と、最初の渡邉先生がおっしゃったことにも関係

してくるんですけれども、例えば今 500 人以上の大規模、もしくはその恐れがあるような

被害が発生したという場合ですと、それはもう厚生労働省とか農水省とか、そういう行政

機関がすぐに対応することだと思うんです。 

  むしろ食品安全委員会の存在が、過去の事例から見て非常に必要だと思われるものとい

うのは、今、被害が出ていなくても、将来そういうことが起こる可能性がある。外国の事

例などを考えて、そういうものを抽出して問題として検討すること。 

  それから、後から出てきますけれども、事後の検証。そういうことが非常に大事なこと

 



 

じゃないかなというふうに考えます。 

  その場合に、ここのなお書きがあるから、大体カバーできると思うんですけれども、む

しろなお書きが重要なのかという気がします。 

○丸山座長  今、具体的にどういう文言を加えるとかということではなくても、このなお

書きのところが大変大事だということは、委員の先生皆さんがおっしゃっている。元井先

生が御指摘のように、ここの文章に 500 人とか、そういう具体的なものをこの文章の中に

挙げなくても、食品安全委員会としては、こういうものもあるということをあらかじめわ

かるものは挙げておくということが非常に大事じゃないか。そういうものが上がっている

というか、食品安全委員会でそういうものも、目を配っているというのがあるなしでもの

すごく違ってくるので、その辺りは普段からの対応ということで、食品安全委員会の方で

十分考慮をしておく必要があるという御指摘かと思います。 

○春日専門委員  私は若干別の意見を持っているんですけれども、これはあくまでも基本

指針なので、余り細かく具体的な事例を暫定版の時点で列挙する必要はないのではないか

という気もするんです。 

  むしろなお書き以下が重要であれば、これを「なお」ではなくて、３番として、１、２

と同等に扱ってはいかがかと思います。 

  それから、大規模と広域について逆に具体的に書き過ぎるという御指摘がありますけれ

ども、この１番の中で、多分事務局として強調しているのは、そこの２点よりも、むしろ

「かつ」以下のところでないかと思うわけです。かつ政府内において関係府省の対応の調

整を要するということがありますので、単に 500 人以上の大規模食中毒の事例が起きて、

厚生労働省だけで対応できる場合には、安全委員会としては担当しないということも、こ

こで読み取れるわけです。そういうことでよろしいでしょうか。 

  ですから、結論から言いますと、私の意見としましては、１、２はこのままで、「なお」

以下を３番として格上げするということを提案させていただきます。 

○丸山座長  なお書きではない。ここのところが大事なんだという御指摘ですが、いかが

でしょうか。これは３にしても、暫定版としては、一向に差し支えないんだろうと思いま

す。ABの具体例というのは、挙げればこういうことだよという事例であって、ここのと

ころをそんなに強調しないような、例えばこういうものがありますよというくらいにして

おいた方がいいんではないかという御意見だと思いますので、この辺りを少し整理すると

いうことで、事務局の方、お願いできるでしょうか。よろしいでしょうか。 

○杉浦課長  そうしましたら、今の春日専門委員からの御意見を踏まえまして、なお書き

 



 

の部分をCにして、重大な被害に該当しない場合においても、事案の性質、社会的反響等

を勘案して、緊急の対応を要する事案。文言については最終的に精査する必要がございま

すけれども、そのような形でなお書きではなくて、Cとして明記するということでよろし

いでしょうか。 

○丸山座長  今の御趣旨でよろしゅうございましょうか。ここで文言まで細かいところを

決めるという時間的ゆとりがございませんので、事務局と私の方で整理させていただくと

いうことで、ここは直していきたいと思っております。ここのところはよろしゅうござい

ましょうか。 

  このところ大変大事なところなので、皆さんからも御意見が多かったし、今もいろんな

建設的な御意見をいただきましたので、このところを今言った趣旨で直していきたいと思

っております。 

○但野専門委員  緊急事態としてどういうことが考えられるかということにつきましてで

すけれども、ここでは暫定版ですから、これでいいと思うんですが、この委員会として十

分議論しておく必要があろうかと思うんです。これは後日ということでいいです。 

○丸山座長  事務局、そういうことでよろしいでしょうか。今は暫定版を早くつくらなけ

ればいけないという委員会側のスケジュールもあるので、先ほど申し上げたように、あく

までも今日はコンクリートなものではなしに、暫定版ということでまとめざるを得ない。

そうしますと今、但野専門委員から御指摘いただいたようなことも、どこかでじっくりこ

ういうことは話しておく機会はあった方がよろしいんじゃないかと思いますので、事務局、

そういう機会を持つような計画をつくっていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

  ほかに御意見ございましょうか。 

  申し遅れましたが先ほどの対象となる緊急事態というものと、対応の基本というものが、

今、論議していた順番は違って、資料２の方の順番になります。２が対象となる緊急事態、

今論議していただいたもの。先ほど論議していただいた対応の基本が３番となりますので、

御承知置きいただきたいと思います。 

  次は「４  緊急時における体制」というところですが、これはかなり事務的と言います

か、そういう連絡というところですから、これがどういうふうに体制を整えておいたらい

いのかという部分でございます。 

  これもたくさんの御意見をいただいております。このページに全部入っておりますが、

元井専門委員の御指摘、いかがでございましょうか。 

 



 

○元井専門委員  体制はここに書かれているとおりなんですが、実際に動く場合に、動き

やすいような、例えば緊急連絡網をこういうふうにつくっておくとか、あるいは連絡方法

はどういう方法を取るのかという具体的な方法を、暫定版なので、そういう細かいことま

で書く必要があるのかどうか疑問ですけれども、もし、できたら実施要領的なところ、暫

定版を支えるために実施要領も多分おつくりになるんだと思うんですけれども、そういう

ところにきちんと書き込まれていて、緊急事態になったときにあわてないように、整然と

対応することができるような手法をきちんとつくっておくべきではないかなということで、

ここに実際に具体的なことも書き込んだ。ここに書き込む必要があるかどうかは私も疑問

なので、できたらそういう用意をしておくべきじゃないかなと思います。 

  もう一つは、これは前のいただいたところに、（３）で検証を行うということで、これ

は多分後から出てくる、最後の 14 に新たに項目を設けられたので、私はそれでよろしいん

じゃないかと思いますけれども、検証をして、その後一体どうするのか。そこは前の資料

には書かれていなかったもので、これは後の春日専門委員ですとか、山本専門委員と同じ

ような意見でございます。 

○丸山座長  ありがとうございました。たたき台の（３）のところは、先ほどから申し上

げておりますように、このところは 14 として項を新たにつくったということで、ほかの委

員からの御指摘のところにも、そういうふうに整理させていただいている。 

  それから、実施要領というのは、このことについては事務局は今、どのようにお考えに

なっているんでしょうか。 

○杉浦課長  ４の（１）の第一次参集要員を始めとする実施要領というか連絡網、これに

ついては暫定版という形で事務局というか、委員会内部でつくっております。 

○丸山座長  ありがとうございました。山本専門委員からの、これは 14 のところへ持って

いったということでよろしゅうございましょうか。 

  それから、小泉専門委員の御指摘のところは、いかがでございましょうか。 

○小泉専門委員  手続的なお話ですので、結構です。 

○丸山座長  この４のところは、よろしゅうございましょうか。 

  次の「５  連絡要領」、４に非常に強く関連するところですが、羽生田専門委員の方か

らこのような御指摘があるんですが、先生、恐縮ですが、こういうふうに右側の修正案と

いうところ、文言としては修正はしていないんですが、こういうふうなことで対応できる

というふうにしてあるんですが、いかがでございましょうか。 

○羽生田専門委員  そのような内容で御理解いただければ結構でございますので、ありが

 



 

とうございました。 

○丸山座長  もう一つ、春日専門委員の御意見、ここも文言を修正するとか、追加という

ことではなく対応できるということですが、こういう考え方でいかがでございましょうか。

○春日専門委員  （２）のアとイ、どちらも事務局長は両方行うというふうに、皆さんが

読まれるんでしたら、私だけが読み間違ったのかもしれませんので、これで結構かと思い

ます。 

○丸山座長  「連絡要領」のところは、これで終わらせていただいて、次の「６  関係行

政機関との連絡体制」ということですが、これは近藤専門委員の方から、バイオテロの関

係についての御確認がありましたが、これは修正案のところでこのようになっております

が、近藤先生いかがでございましょうか。 

○近藤専門委員  よくわかりました。 

○丸山座長  では、次の「７  情報収集のあり方」、これもたくさん御意見をいただいて

おります。吉川専門委員の方から御指摘のところは、今日、吉川委員は御欠席でございま

すが、保健所というものがどういう位置づけになるんだということがありますが、これは

特に暫定版の文言に言葉を入れるということではないということになっております。 

  それから、元井専門委員からの御指摘のところは、元井専門委員いかがでしょうか。 

○元井専門委員  私の理解がちょっと適当なのかどうかよくわからないんですけれども、

対応の基本のところでは、緊急事態というのは、危害情報を広範囲に収集するんだという

ようなニュアンスなんですけれども、ここでは（２）のところで、評価課が特定した情報

について、それに対応するというような感じで、その辺の関係がよくわからなかったとい

うことなんですけれども、多分、これは役割分担がきちんとされているのかなという、そ

こをちょっと疑問に思ったので、こういう質問をさせていただいたんです。 

○丸山座長  （２）と矛盾しているんではないかという御指摘ですが。 

○元井専門委員  評価課と緊急時対応課の役割について、その辺が特定されたものについ

てやるのか、あるいは緊急時対応課は、広範囲に収集するんだということが書かれていた

んですけれど、この辺の役割がよくわからないという疑問があったものですから、私の方

が理解していないのかもしれませんけれども、そこを少しわかりやすく。 

○丸山座長  事務局、この辺の役割の整理をもう一度お願いしたいと思います。 

○平子課長補佐  それでは御説明させていただきます。 

  情報・緊急時対応課の方におきましては、御指摘のとおり広範囲に情報収集を平素から

行うということでございまして、この場合に加えて緊急時においては、実際に必要な科学

 



 

的評価に必要な資料を迅速に収集しないといけないわけですが、役割分担として、実際的

に食品健康影響評価などを担当をいたします評価課の方が、何が必要かということについ

て特定を行い、そして実際の収集についてはその収集先等について、平素から知見のある

情報・緊急時対応課の方で収集を行うという形での役割分担という形にさせていただいて

いるところでございます。 

○丸山座長  したがって、このところの矛盾はないということでございますね。 

○元井専門委員  そうすると、評価課がこういうものを集めなさいという集めるものを特

定するわけですね。その特定されたものについて、緊急時対応課が収集するというふうな

分担になっているということですか。 

○平子課長補佐  緊急時においての整理は、基本的にそれで、評価課から集めろという形

で特定されたもの、だけには限りませんけれども、少なくともそれについて至急に集める

という形の対応になると思います。 

○元井専門委員  そうすると、緊急時対応の方は、平時集めているんでしょうから、緊急

時、発生したときには、評価課が特定していないものについては集められないというか、

そういう関係になるんでしょうか。ここは境目が出てくるんじゃないでしょうか。 

○平子課長補佐  その点についてですけれども、評価課が特定しないものについて集めな

いということではなくて、評価課が特定した方が実際に食品健康影響評価等に直結すると

いうことでございまして、それ以外のものは集めませんということではございません。そ

れは平素から集めている情報収集がそこで途切れるわけでもございませんし、それに対応

した形で情報・緊急時対応課として考えるものについては、当然集めていくものと考えて

おります。 

○但野専門委員  情報収集のあり方の（１）ですね。（１）の方が広範囲に集めるに対応

するんですね。 

○平子課長補佐  そうです。 

○但野専門委員  特に緊急事態が想定されるものとして特定しつつあるものについて、評

価課が情報・緊急時対応課に情報収集を依頼する、これが２番目と理解してよろしいです

ね。 

○平子課長補佐  そういう御理解をしていただいて結構だと思います。 

○但野専門委員  もう一つ、食品安全委員会の役割としましては、情報をたくさん集めて

いただいて、それをもとに緊急事態を想定するということは大いにあり得ると思います。

その過程に（１）と（２）が入ってくる訳ですね。そういう理解でいいんですね。 

 



 

○丸山座長  近藤専門委員の方からは、最低限の範囲を具体的に明示しておく必要がある

ということですが、事務局としては、そういう限定列挙をしていないということですが、

近藤先生いかがでしょうか。 

○近藤専門委員  そういうことであろうかと思いますが、ＢＳＥの発生のとき、いろんな

情報が収集され、発表されていくわけですけれども、やはり温度差があったりして、風評

被害に持って行かれたと。ああいう１つの大きな国民に与える影響というものは、やはり

科学的に真実を述べていく、共有した情報を収集したものを各関係機関が持っていないと、

また、そういうことが起こる可能性があるのではないかなと思っての発言でございます。

○丸山座長  それから、国家賠償請求ということについての小泉専門委員からの御指摘は、

運用上で注意をいたしますということでございますが、いかがでしょうか。 

○小泉専門委員  それで結構です。誰に助言をするのかということで、御説明いただいて

おりますけれども、やはり委員会として助言というからには、相当重みがあると思います

ので、この日本語でわかるんでしょうか。これを訳した場合に、誰が、誰に何をと考えて

いきますと、誰にやるのかというところでちょっと不明確かなと思ったもので指摘をさせ

ていただきました。 

○丸山座長  頭がなしに助言を行うと来るんですね。そこをきちっとわかるように、誰が、

誰にということを明確にした方がよろしいんじゃないでしょうか。ただ、助言を行うとい

うことだけでは、私もここのところは曖昧だなという感じがしておりますが、それは入れ

ることはできますね。 

○杉浦課長  もう少し具体的に誰が、誰に助言等を行うのか、工夫をしてみたいと考えま

す。 

○丸山座長  ありがとうございます。 

  それから、山本専門委員からの御指摘は、こういう御意見でございますが、これは原案

が適当であるという事務局の方の御回答なんですが、山本専門委員いかがですか。 

○山本専門委員  これは時系列的ということでいいと思います。 

○羽生田専門委員  （１）に情報の収集ということが書かれているんですが、現在この収

集のルートが既にでき上がっているんでしょうか。 

○杉浦課長  平時における情報収集体制につきましては、第１回会合のときにも、どうい

うところから収集させていただいているかを御説明させていただいたんですけれども、今

回の資料では、資料１の３枚目にチャートで整理させていただいております。おおざっぱ

に国内危害情報、それから国外危害情報、調査研究、マスコミ、インターネット等の情報

 



 

ということでおおざっぱに分類させていただいているんですけれども、タブる部分もある

かと思います。 

  ここにございますように、右の方から行きますと、国際機関とか諸外国のリスク評価管

理機関、外交チャネル、それから学術雑誌等から国外の危害情報については入手できるん

ではないかと考えております。 

  国内の危害情報については、食の安全ダイヤル、食品安全モニター、国内のリスク管理

機関、厚生労働省、農水省、都道府県等になるかと思いますけれども、それから国内の学

術雑誌、食品安全協会、こういったところから収集しているという現状にございます。そ

れ以外に下にありますように、マスコミ、インターネット等からも入手しております。 

○羽生田専門委員  吉川専門委員の意見の中に、保健所の位置づけというものがあるんで

すけれども、厚生労働省で健康危機管理情報システムというのを今立ち上げて、全保健所

をつないでいるんです。そういうものがあるということは御存じだろうと思うんですけれ

ども、そういったいわゆる情報システムの具体的なものをはっきり把握して、どういうも

のがあるんだということをどこがお示しいただいて、全体的な形でそういうものを利用し

ていただくということを是非お願いしたいんです。 

○杉浦課長  実は 16 年度以降の予算で、関係省庁との情報を共有するシステムを構築する

ための予算を要求させていただいているところでございます。 

○羽生田専門委員  現在でも既に情報システムはいっぱいあるわけですから、その点、利

用と言いますか、幾つもダブった形でも仕方がないと思うんです。現在あるものをうまく

利用するなり、発展させるなりという形で是非利用していただきたいというところをお願

いしたい。 

○丸山座長  ありがとうございました。 

  それでは、次のページの８、９、10 というところでは、対策本部の設置、関係府省連絡

会議の設置、専門委員の委員会への参加、これは先ほど事務局から御説明あったとおりで、

特段専門委員からの御意見はございませんでした。 

  11 の方にまいりたいと思います。「11  調査研究」ですが、ここのところは元井専門委

員、いかがでしょうか。 

○元井専門委員  ここに食品安全確保総合調査という文言がぱっと出てきたので、これは

何のことかよくわからないので、こういうことを書いたんですけれども。 

○丸山座長  ここのところは削除するということでした。 

  それから、今日御欠席ですが、吉川専門委員からの、科学的な根拠のところなんですが、

 



 

余り限定しない方がいいんじゃないかという御指摘から、科学的観点を考慮しつつという

表現にしたということなんですが、ここのところはいかがですか。私はここのところは、

「しつつ」なんで随分曖昧だなという感じがするんですが、ただ、きちっとしたエビデン

スだけでなくても対応しなければいけないことというのは出てくるので、そういうことも

考慮してかなと思うんですが、単純に科学的根拠からなどと、ばさっと切らない方がいい

のかなと思うんですが、いかがでしょうか。今日は吉川委員が御欠席ですので。 

  それでは、その表現にしていただきたいと思います。 

  それから、春日専門委員の方から御指摘のところは、いかがでしょうか。これは原案で

もいいんではないかというところですが、先生いかがでしょうか。 

○春日専門委員  この部分で言われている調査研究が、主として緊急時に行われる調査研

究ということでしたら、この順番で結構かと思います。 

○丸山座長  ありがとうございました。ほかに御意見ございましょうか。 

○羽生田専門委員  この調査研究には疫学的調査というのは入らないんですか。 

○丸山座長  これは入るんです。そこのところは大事です。 

○杉浦課長  勿論入ります。 

○羽生田専門委員  言葉は必要ないんでしょうか。 

○丸山座長  調査研究という言葉だけでなしでしょうか。 

○羽生田専門委員  科学的という言葉が入ってくるから、そういう言葉を入れるんであれ

ば、疫学的という言葉を入れた方がいいんじゃないかと思ったんです。 

○杉浦課長  事務局としては、疫学についても科学の一部ということで読めるということ

で考えていたんですけれども、そこのところは皆さんの意見を踏まえて、必要があれば疫

学的というのを入れるのは可能じゃないかと考えております。 

○丸山座長  疫学の専門、春日先生ちょっと。これはもう科学的という中にそういう考え

方が入っているというお考えでよろしいわけですね。 

○春日専門委員  私が疫学の専門などと、ほかの先生方を前にしてとんでもないことなん

ですが、当然、科学だと思います。 

○丸山座長  渡邉先生、科学的という中に勿論そういうものも入っているという考えでよ

ろしゅうございますか。 

○渡邉専門委員  この 10 年くらいでようやく日本も疫学も学問の位置づけがだんだんで

きてきたんじゃないかと思います。 

○丸山座長  そうですね。疫学をやっていた方は大変さびしい思いをしていたんですが、

 



 

そういうサイエンスがないのが日本の科学の欠点だと言われ出してきたと思いますので、

羽生田先生、ここのところは疫学も入れているという理解でございます。 

  それでは、次の「12  情報提供」でございます。ここも大変安全委員会としては大事な

部分でございまして、元井専門委員からの御指摘、確かにリスクコミュニケーション官と

いう役職が安全委員会の中でありますので、これを加えるのは当然だろうと思いますが、

そのほかのところで元井専門委員、いかがでございましょうか。 

○元井専門委員  情報提供というのは、ややもすると風評被害につながって、大変なこと

になるという大事な結果を表すための手段ですから、今リスクコミュニケーション官も入

れた方がいいんじゃないかという指摘もしましたし、他の専門調査会との横並びで情報を

きちっと把握して、それをみんなが持っているという情報の均等化というか、そういうこ

とを考えないと、ややもするとここは一人歩きして大変なことになりますので、そういう

ことをここに私は指摘しました。それに伴って直していただいておりますので、ここは大

変重要なところだと思います。 

○丸山座長  ありがとうございました。 

  もう一つ、小泉専門委員の方から御指摘のところは、運用上の注意をしていきたいとい

うことでございますが、いかがでございますか。 

○小泉専門委員  結構です。 

○羽生田専門委員  広く情報提供ということは当然必要なんですけれども、情報を収集す

るための情報提供。いわゆる健康被害をどこが最初に見つけるのかというと、健康被害で

すから、医療機関が発見する形というのは非常に多いだろうと考えるんです。その場合に、

医療機関にそういった情報が早目に流れたときに、そういう健康被害を受けた人を見たと

き、どう思うかというところは非常に重要になってくるだろうと思うんです。 

  ですから、そういった情報提供をしてもらうための情報提供すると言いますか、ちょっ

と複雑な言い方ですけれども、そういう情報提供をしておくことによって、早く、多くの

情報が集まるということが考えられるので、広く国民に情報提供をするのは勿論ですけれ

ども、その前段階でそういった健康被害そのものを情報として集めるための情報提供とい

うところは必要ではないかと私は考えるんです。 

○丸山座長  情報収集というところに関わるところでございますが、今の羽生田委員の御

指摘について、事務局の方から何かお考えがあったらお答えいただきたいと思います。 

○杉浦課長  12 の情報提供の（１）がクライシス・コミュニケーションという観点から広

く国民に対して情報提供する規定でございます。 

 



 

  （２）の方は、必要に応じて関係行政機関、関係試験研究機関等に速やかに情報を提供

するということで、羽生田委員の御意見については、こちらの（２）の方で関係行政機関

にも情報提供をしていくということで対応させていただきたいと考えております。 

  実は今、各関係府省と危害情報について情報を共有するための体制を構築しつつあるん

ですけれども、そういった情報についても、関係府省に情報提供をさせていただいている

んですけれども、羽生田専門委員がおっしゃられるように、将来的にはもっと広く還元さ

せていただいて、情報を入手するための情報提供も検討していきたいと考えております。

○丸山座長  ありがとうございました。 

  私の方からなんですが、（１）の「迅速かつ適切に」とあるんですか、適切にというの

は大変難しいんでしょうけれども、この辺りの御意見を、この適切にという表現でないも

のはどうなのかというのは大変難しいところなんですが、皆さん不適切にとはやっていな

いはずなんですが、この辺りいかがでございましょうか。文言はこれである程度仕方がな

いかなと思うんですが、もし何か御意見があったらこの場でもって出していただけると、

実際の事務局の対応というのは大変よろしいんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。

  迅速にというのは当然なんですが、適切にというのは、考えようによっては何でも適切

になってしまうということだろうと思うんですが、特に委員の中からはここのところ御指

摘はなかったんですが。 

○但野専門委員  今の座長の意見に対してですけれども、迅速にだけでいいんじゃないで

すか。 

○丸山座長  適切にというのは、何が適切かというのがわからない。 

○但野専門委員  それは動いておりますので、終わりにならないとわからないですね。 

○小泉専門委員  私はここは「適切に」とお入れになったという意味は、恐らく厚生労働

省の方としては、特にカイワレ大根の高裁の判決を踏まえてお書きになったんだろうと想

像しております。特に判決の中でこういう表現があるんです。当時の厚生大臣が、正確な

公表の名の下に、中間報告から得るべき解釈を、報道機関、視聴者、及び読者に丸投げし

てしまったと。だから、情報を単に提供しただけではだめよということを言っておられる

と。それで私はここで行動指針と書きましたのは、最高裁がどのように判断されるのかわ

かりませんけれども、やはり提供するには、生のまま提供しても、かえって混乱を招くこ

ともあるから、そこを適切にというところに込められているんだろうなと理解をしており

ます。 

○丸山座長  ここのところは大変意味があるんですね。そう思うんですが、だから、適切

 



 

にということでもいいんではないかということ。 

  むしろそこのところはなくてもいいんではないか。迅速だけでいいんじゃいかという但

野専門委員の御意見もありますが、ほかの先生いかがですか。 

○山本専門委員  それがここにあてはまるかどうかわからないんですが、別の危機管理の

方の文言で、迅速かつ、わかりやすい方法で提供するというのがありました。国民の人た

ちに理解しやすいとか、わかりやすい文言で提供するという文章です。 

○丸山座長  迅速だけでは確かに不十分なような感じがしますし、小泉専門委員の御指摘

のような側面もあるということなので、何かあった方がいいのかなという感じもするんで

すが、飯島専門委員どうぞ。 

○飯島専門委員  これは中に適切というのがあった方がいいと思うんです。内容とか質、

それぞれのレベルによって解釈の仕方が違いますから、これはあった方がよろしいかと思

います。 

○丸山座長  ありがとうございます。この意味、大変いろいろ解釈ができるし、その立場

によって都合よく取れるというのもあるんですが、ないのもかえって悪い影響があるとい

う両方がある。 

  但野専門委員、いかがでございましょうか。やはり何かしらあった方がいいのではない

か。それは適切にという表現で最大公約数。 

○但野専門委員  今の小泉先生の説明でわかりました。了解しました。 

○丸山座長  では、一応ここのところはこういうふうに、ただ、ここのところ大変大事な

ところだということで、それこそ運用のところでは十分注意をしなければいけない部分だ

と思います。ありがとうございました。 

  それでは、次の「13  勧告及び意見」は、意見がございませんでした。 

  その他のところで、これは 14 というものをつくったんですが、これは先ほどから御説明

のように、たたき台ではその他の何とかと書いてありますが、きちっと 14 の項目を事後検

証ということで起こしたということでございます。元井専門委員、いかがでしょうか。 

○元井専門委員  数人の委員の方々も指摘しておりますし、私もこのようにしていただく

ほうがよろしいとおもいます。 

○丸山座長  ここのところは春日専門委員も山本専門委員も、前でもって御指摘をいただ

いたので、こういう項目を起こしたということでございますので、よろしいかと思うんで

す。それで「その他」を下に下げて 15 にしたということです。 

  一応これで、委員からいただいた御意見は飛ばさないようにして、更に御意見をいただ

 



 

くようなことで進めてまいりまして、最初から最後まで、一応これでもって皆様の御確認

をいただいたところなんですが、全体を通して何かほかにございましたら、ここで述べて

いただければありがたいと思います。いかがでしょうか。 

  そうしましたら、先ほど御指摘の幾つか事務局で文章の整理のところがございますが、

これで一応暫定版というものをつくって、委員会の方に御報告申し上げるという段取りに

したいと思っております。よろしゅうございましょうか。細かい文言については、事務局

と座長の私の方にお任せいただければ、これは次回の委員会になるんでしょうか。そこに

御報告申し上げるというふうにして、勿論、このようになりましたということを、専門委

員の先生方にはお配りする予定でございます。それで事務局もよろしいでしょうか。 

○杉浦課長  結構でございます。 

○羽生田専門委員  先ほどのことにちょっとこだわるんですけれども、情報収集のあり方

の７番の部分と、先ほどの情報提供の部分と、出てくるのがどうも行政関係の機関はきち

っと出てくるんですけれども、民間にどのように情報収集を呼びかけていくかというとこ

ろは全然ないんです。 

  先ほど言ったように、どちらの方に入ってもいいんですけれども、そういった健康被害

というものを実際に発見する確率の高いところに対して、これは民間の方が圧倒的に多い

わけですから、そういうところに情報収集するための情報提供と、どちらに書いたらいい

のかわからないけれども、そういったものを何か文言として入れておいていただいた方が

情報収集という方が目的ですけれども、そのための情報提供をするといった、いわゆる国

立的な機関ばかりが出てくるだけであって、民間が全く情報収集の対象になっていない。

その辺どういう形かで入れたいただいた方が、情報が多いと思うんです。 

○丸山座長  全くそういうのがないわけではなくて、ごく一部ですけれども、例えばモニ

ターとかはここにも上がっているんですが、更に民間機関からの情報収集についての御意

見ですけれども、事務局、いかがでございますか。 

○杉浦課長  民間の医療機関から直接情報収集するというのは、数からしてもなかなか難

しい面があるかと思いますけれども、ここに欠けております関係団体、民間の医療機関は

何らかの関係団体に所属しているかと思いますので、関係団体というのをここに追加させ

ていただくということでいかがでしょうか。 

○羽生田専門委員  わかりました。 

○丸山座長  ありがとうございました。そのほかございましょうか。 

  それでは、今日予定した議事というものをこれで全部終了したんですが、事務局の方で

 



 

 

今後の予定についてのお知らせをお願いいたします。 

○杉浦課長  この専門調査会、月１回というペースで今後も開催していきたいと考えてお

りまして、次回第３回については、日程を調整させていただいております。会議が始まる

前にとりあえず日程ということで配らせていただいておりますけれども、その日程で次回

の議事も含めて、調整していきたいと考えております。 

○丸山座長  ということは、お配りしたのは 10 月 22 日の水曜日 13 時からということでご

ざいますね。 

  それでは、ちょうど時間になりましたので、今日の会議はこれで終わらせていただきま

す。 

  議事進行に御協力いただきまして、どうもありがとうございました。 

 


